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●本市の対応について

・調査対象 内径２ｍ以上かつ布設後３０年以上経過した管路（全体 ４０．２ｋｍ）

優先実施箇所： ９．４ｋｍ（南部汚水幹線、合流管、放流管）

優先実施以外：３０．８ｋｍ（雨水管）

・調査方法 南部汚水幹線  ：【浮流式カメラ・大口径カメラ】（流量が多いため）

上記以外の管路  ：【潜行目視】（晴天時に管路内に入り調査）

※打音調査などを含めて実施

・調査期間 優先実施箇所：令和７年８月８日まで

優先実施以外：令和８年２月末まで

浮流式カメラ（南部汚水幹線） 潜行目視（南部汚水幹線以外）
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●調査結果について （９月１７日公表）

・優先実施箇所（９．３６ｋｍ）

調査結果 緊急度Ⅰ なし

(要対策延長) 緊急度Ⅱ ０．６２ｋｍ

 異常なし ８．７４ｋｍ

国の判定基準に基づき調査した結果、経年劣化により、一部の管路で腐食や

クラックなどが見受けられましたが、管の構造としては問題ありませんでした。

また、道路陥没につながるような緊急性の高い土砂堆積等の異常も確認されま

せんでした。

※緊急度Ⅱに該当した管路については、止水工事などの応急措置を完了しております。

また、路面下空洞調査を実施した結果、異状はありませんでした。

＜参考＞判定基準
・緊急度Ⅰ 原則１年以内に

  速やかに対策を実施
・緊急度Ⅱ 応急措置を実施した上で、

 ５年以内に対策を実施



下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所）の結果について

4

① 市役所前の管路 （０．２１ｋｍ）

全管路について緊急度Ⅱに該当

①

②

② 黒砂水路に放流する管路（０．７１ｋｍ）

０．４１ｋｍが緊急度Ⅱに該当
０．３０ｋｍは異状なし

浸入水Ｃ

腐食Ｂ
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③ 南部浄化センターに接続する管路

（８．４４ｋｍ）

全管路について異状なし

③

調査状況（中大口径カメラ）

調査状況（打音調査）
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●今後の予定について 

市役所前の管路および黒砂水路に放流する管路については、改築工事に

向けた詳細設計を令和７年度中に実施します。

改築工事は令和８年度から順次着手予定です。

引き続き、優先実施箇所以外の管路(約３０．８ｋｍ)の調査を実施します。

（令和８年２月末までに調査完了予定）
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